ご挨拶
　
日本産業衛生学会第44回中小企業安全衛生研究会東北で開催するにあたって一言ご挨拶を申し上げます。
中小企業の産業保健をめぐる情勢は国の施策もからんで大きな転換期を迎えています。
地域産業保健センター事業は昨年度の事業仕分けで今年度から県単位の統括委託となりましたが、全国で10府県の医師会が委託を受けないまま産業保健推進センターが緊急で対応することとなりました。その産業保健推進センターも今回の事業仕分けで３分の１未満へ縮減縮小し、地域産業保健センターも統合または全廃も視野に入れてという大幅削減の評価をされました。このことは、地域、とりわけ中小企業が多く専門スタッフの少ない地方の産業保健活動を停滞させる、切り捨てるものとして日本産業衛生学会をはじめ各方面で反対の声明が出されています。東北地方の産業保健活動は中小企業が主体であり、嘱託産業医、事業所、健診機関の保健師・看護師、さらに労働衛生コンサルタント等が関わってどうにか活動を維持してきました。今年7月山形市で開催された第69回日本産業衛生学会東北地方会でのメインテーマも「中小企業の産業保健活動活性化に向けて」としましたが、中小企業の厳しい現状と嘱託産業医をはじめ産業保健に関わるマンパワーが少ないこと、増大する産業保健の課題に対応し切れないことなどが問題として明らかになりました。
　このような状況を改善させるために、8月には産業医部会から「産業医のあり方・研修・育成の方向性と、他の産業保健職との連携の強化について」の提案が発表されました。
　一方、9月よりはじまった厚労省の「事業場における産業保健活動の拡充に関する検討会」では「1,000人未満の事業場での産業医選任義務を一定の条件下で撤廃する」ことを検討していることが明らかとなり、まさに中小企業の産業保健活動は大きな転換期を迎えています。今回はメインテーマを「中小企業の産業保健活動を全国各地で活性化させるために」として、弘前大学医学部社会医学講座中路重之教授から｢地域・職域から見る中小企業の現状と求められている取り組み｣をご講演いただき、さらに、「中小企業の産業保健活動を全国各地で活性化させるために」というテーマでシンポジウムを行います。
　今回の全国集会は中小企業における産業保健活動をどのように全国各地で活性化させていくかを各地での取り組みをもとに深めて、国の施策へも提言していけるものにしたいと考えております。晩秋の仙台で、中小企業の産業保健活動の明日からの課題について方向性を見いだせる会にしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
世話人　菅原　保（本間病院、酒田市）広瀬俊雄（仙台錦町診療所・産業医学センター）
※　参加費　2000円
※　日本医師会認定産業医単位としては、講演(1単位)，シンポジウム(2単位)
※事務局　仙台錦町診療所・産業医学センター（金田基、広瀬俊雄）　　
　　　　980-0012　仙台市青葉区錦町１－８－３２
　　　　電話022-222-7997　FAX022-225-8495　メール kaneta-m@zmkk.org
　　　　ホームページ　http://www.on-top.net/SNC/　学会紹介の項
　中小企業安全衛生研究会事務局　仙台錦町診療所・産業医学センター　　　　　
　　　　　〒980-0012　仙台市青葉区錦町１−８−３２
　

　FAX022-225-8495　メール kaneta-m@zmkk.org
日本産業衛生学会第44回中小企業安全衛生研究会開催要項(第３報)

主催：日本産業衛生学会中小企業安全衛生研究会

　　　　　　　　  共催：宮城県医師会、宮城産業保健推進センター
　　

日時：2010年11月27日（土）　9時30分～16時

場所：仙台市医師会館5階研修室　

主題：「中小企業の産業保健活動を全国各地で活性化させるために」

9時30分：開会のあいさつ (菅原保世話人)
9時35分-９時55分：特別報告「中小企業安全衛生研究政策と課題」(平田衛前代表世話人)

座長 柴田英治代表世話人
10時～11時30分
：一般口演 6題　　口演7分　質疑8分
　　　　座長：錦戸典子(東海大学大学院健康科学研究科)

（1） 田畑　正司( 石川県予防医学協会) 

「国保組合における特定健診・特定保健指導の結果と課題」

（2） 池田　智子( 産業医科大学) 

「小規模事業場における参加型産業保健活動のスパイラルアップ(累積)効果」

（3） 寺田　哲也( 近畿健康管理センタ-) 

「小規模事業場と高年齢労働者の特徴、健康診断データから」
座長：田畑　正司( 石川県予防医学協会) 

（4） 田口　要人(産業医科大学) 

 「小売業における管理監督層の仕事に対する満足度」

（5） 平岡　晃(産業医科大学)

「各企業外労働衛生機関における騒音健康診断の実態調査」

（6） 武藤　繁貴(聖隷健康診断センター)

「労働衛生機関における尿中代謝物の適切な採取の指導の実態」
11時30分～13時：昼食
世話人会
13時～14時
：特別講演
座長： 菅原保　（酒田 本間病院　担当世話人）

　　　　  演題
「地域・職域から見る中小企業の現状と求められている取り組み」
弘前大学医学部社会医学講座　中路重之　教授　
14時～16時
： シンポジウム
  
「中小企業の産業保健活動を全国各地で活性化させるために」

　　　　
　　座長：広瀬俊雄(仙台錦町診療所・産業医学センター 担当世話人)

　　　　　　　　　　　　　菅原保　（酒田 本間病院　担当世話人）
　　　　シンポジスト

　①森口次郎 (京都工場保健会)

　　　　　　　　「中小企業活性化の為に －　労働衛生機関での経験から」

　　　　　　②神村裕子 (三圭会川越医院)

「日本産業衛生学会東北地方会シンポジウム

　　　　<中小企業の産業保健活動を活性化させるために>から

　　　　　　③只埜則恵 (財団法人宮城厚生協会古川民主病院)

　　　　　　　　「中小企業対象の健診活動の取り組みから」
シンポジウム  
「中小企業の産業保健活動を全国各地で活性化させるために」

　　　　
　　
座長のことば

広瀬俊雄　 (仙台錦町診療所・産業医学センター 担当世話人)

　　　　　　　　　　　　　菅原　保　（酒田 本間病院　担当世話人）
　　長引く不況、円高等の影響で中小・零細企業の置かれている現状は一層深刻さを増しています。こうした状況に際しては行政施策は「厚く」対応される事が必要ですが、産業保健の状況をみますと｢逆行｣の方が眼に付きます。既に、｢産業医共同選任事業｣は今年度一杯での廃止が確定しましたし、2年の猶予期間が置かれましたが、産業保健推進センターも2012年度末で「1/3以上に削減」の仕分けが行政刷新会議で確認されました。これらの行政施策によって中小・零細企業における産業保健活動の一層の停滞・低迷は明らかです。更に、働く人々の自殺が減らないことへの対策として、本年4月に前厚生労働大臣が「定期健診時にうつスクリ－ニングを導入したい」と語った事に端を発し、日本産業衛生学会等の強い反対の前にその事は引っ込めながら、「うつ対策のみならず産業保健全体に付いて事業が組織による支援強化を図る」こと検討から「一定の要件を満たした組織との産業保健契約を結べば産業医選任義務を免除する」といった産業医制度の根本を変える方式の法制度の導入を拙速に進めています。これらを検討してきた委員会からの報告書では、最も遅れている50人以下の事業所に関してその深刻な実態は認めつつ、対策に関してはほとんど言及せず、わずかに｢地域産業保健センターが期待される｣とのみの記載とどまっています。地域産業保健センターも第一線で奮闘してきた関係者の事前の意見聴取もせず、突然今年度から「を企画入札制度」とし、37県は県医師会、10県は産業保健推進センターが運営することに変わりました。「一方で削減、一方で預ける」と全くの矛盾した政策遂行であり、いわば「無策」といえます。

　本研究会は、中小企業・零細企業の深刻な実態をこれまでも明らかにしてきましたが、今日、実践に基づいた提案、政策提起がこれまで以上に必要とされているといえます。そこで、今回のシンポジウムでは、長く地道な活動を展開してきた方々、又そうした報告をまとめて下さった方に報告と提言をお願いしました。
　　まず、本会の１昨年の担当世話人である京都工場保健会森口次郎先生から、　　　　　　　　「中小企業活性化の為の提言」を、次いで地元東北地方会からとして本年７月座長の一人菅原が会長を務めた第69回地方会時シンポジウム「中小企業の産業保健活動を活性化させるために」の座長であった山形の神村裕子先生から4人の演者の報告の概要を報告して頂きながらご意見も披露頂きます。最後に、開催地宮城から保健師只埜則恵先生に多数の中小企業対象の健診活動の取り組みから｢現状と産業保健活動の課題｣を報告して頂きます。

　　討議では、会冒頭の「世話人会からの研究会政策と課題」と「中路重之教授の特別講演」も参考にしながら進めたいと思います。中路先生(新東北地方会長)にはコメンテーターもお願いしております。
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	参加希望者氏名
	

	所　属
	

	連絡先
	〒

住所：

電話：

Fax：

E-mail：



	昼食（お弁当）の注文
　　1000円
	希望する(　)　　希望しない(　)　　24日迄受付ます


